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○三鷹市特別都市型産業等育成地区内における建築制限に関する条例施行

規則 

平成16年６月24日 

規則第40号 

改正 平成30年３月19日規則第10号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三鷹市特別都市型産業等育成地区内における建築制限に関す

る条例（平成16年三鷹市条例第６号。以下「条例」という。）の施行について必

要な事項を定めるものとする。 

（商業施設等） 

第２条 条例第４条第３号に規定する小売店は、顧客に対して物品を販売する業務

及び消費生活協同組合等の団体がその組合員等に対して物品を供給する業務並び

に物品を加工し、又は修理する業務を行う店舗とする。 

２ 条例第４条第３号に規定する飲食店は、料理その他の食品を飲食させる業務を

行う店舗とする。 

３ 条例第４条第３号に規定する興行場は、興行場法（昭和23年法律第137号）第１

条第１項に規定する施設とする。 

４ 条例第４条第３号に規定するその他規則で定めるものは、コンパクトディスク、

ビデオテープ又はビデオディスク等を貸し付ける業務を行う店舗、カラオケボッ

クスその他これに類する施設とする。 

５ 条例第４条第３号に規定する一の建築物として規則で定めるものは、次に掲げ

るものとする。 

(1) 屋根、柱又は壁を共通にする建築物（当該建築物が公共の用に供される道路

その他の施設によって２以上の部分に隔てられているときは、その隔てられた

それぞれの部分） 

(2) 通路によって接続され、機能が一体となっている２以上の建築物 

(3) 一の建築物（前２号に掲げる建築物を含む。）とその附属建築物をあわせた
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もの 

（併設用途を有しない建築物の認定） 

第３条 条例第５条第３項第３号に規定する建築物としての認定を受けようとする

者は、三鷹市特別都市型産業等育成地区内併設用途特例認定申請書（様式第１号）

の正本及び副本に、三鷹市建築基準法施行細則（平成８年三鷹市規則第16号。以

下「施行細則」という。）第15条第１項の表に掲げる図書その他必要な図書をそ

れぞれ添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認め

るときは、三鷹市特別都市型産業等育成地区内併設用途特例認定通知書（様式第

２号）に同項に規定する認定申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知

するものとする。 

３ 条例第５条第３項第４号に規定する建築物としての認定を受けようとする者は、

三鷹市特別都市型産業等育成地区内併設用途免除認定申請書（様式第３号）の正

本及び副本に、施行細則第15条第１項の表に掲げる図書その他必要な図書をそれ

ぞれ添えて、市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認め

るときは、三鷹市特別都市型産業等育成地区内併設用途免除認定通知書（様式第

４号）に同項に規定する認定申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知

するものとする。 

（制限の特例に関する認定） 

第４条 条例附則第３項の規定による認定を受けようとする者は、三鷹市特別都市

型産業等育成地区内制限の特例に関する認定申請書（様式第５号）の正本及び副

本に、施行細則第15条第１項の表に掲げる図書その他必要な図書をそれぞれ添え

て、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、条例附則第３項に規定する事実

を確認し、やむを得ないと認めるときは、三鷹市特別都市型産業等育成地区内制

限の特例に関する認定通知書（様式第６号）に同項に規定する認定申請書の副本
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及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 

（認定申請書の取下げ等） 

第５条 第３条第１項、同条第３項又は前条第１項に規定する認定申請書を提出し

た者が、認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、認定申請取下

届（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 第３条第２項、同条第４項又は前条第２項に規定する認定通知書を受けた者が、

当該認定通知書に係る建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ

届（様式第８号）に当該認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。 

（認定の取消し） 

第６条 市長は、偽りその他不正の手段により第３条第２項、同条第４項又は第４

条第２項に規定する認定通知書を受けた者があるときは、当該認定通知書に係る

認定を取り消すことができる。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、特別都市型産業等育成地区に係る都市計画決定の告示の日から施行

する。 

〔告示 平成16年６月24日三鷹市告示第177号〕 

附 則（平成30年３月19日規則第10号） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の三鷹市特別都市型産業等育成地

区内における建築制限に関する条例施行規則の規定により調製された様式類で、

現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。 
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様式第１号（第３条関係） 

（一部改正〔平成30年規則10号〕） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

（一部改正〔平成30年規則10号〕） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

（一部改正〔平成30年規則10号〕） 

様式第６号（第４条関係） 

様式第７号（第５条関係） 

様式第８号（第５条関係） 

 


